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■こんなときどうなる？身近な税務トピック
雇用促進税制の拡大
■温故知新な＜九段的ヒトコト＞
■新人ご挨拶
■中期経営計画セミナー開催中です！
■編集後記

こんにちは！代表の高木です。

今年のGW、いかがでしたでしょうか？

前半と後半にわかれた方が多いかと思いますが、
最大で10連休！！
幸いにも天気に恵まれましたね！

太陽から元気をもらい、九段会計は今月も頑張っていきます！ 

それでは今月のメルマガをお送り致しますので、
よろしくお願い致します！

代表・税理士　高木　功治

┌――┐彡■こんなときどうなる？身近な税務トピック
｜＼／├―――――――――――――――――――――――――――――
└――┘

～雇用促進税制の拡大～

雇用拡大は、現在わが国における最重要テーマの一つとなっていることもあり、
この対策として、従業員を一定以上増やす企業については
法人税の税額控除の適用が受けられる
雇用促進税制が設けられています。

今回、平成25年4月より雇用者の増加1人当たり40万円
（以前は20万円）の税額控除が受けられるように拡充されました。
今回はこちらの規定について取り上げたいと思います。

平成25年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まる
いずれかの事業年度において、
雇用者増加数2人以上（中小企業以外は5人以上）、
かつ雇用増加割合
（適用年度の雇用者増加数÷前事業年度末日の雇用者総数）
が10％以上等の要件を満たす場合に、
雇用増加数1人当たり40万円の税額控除
（法人税額の20％、中小企業以外は10％が限度）が受けられる
という制度になりますが、この雇用者の増加以外にも、
前期・当期事業年度に事業主都合による離職がない、



一定以上のお給料の支払いがあるなど、いくつか要件がございます。

この制度の適用を受けるためには、
まず雇用促進計画を事業年度開始後2ヶ月以内に、
ハローワーク等に届け出る必要があります。
つまり、平成25年4月1日より事業年度が始まる顧問先様については、
5月末までに届け出をしなければなりません。

そのため、対象になりそうな顧問先様については、
各担当者から決算前にご連絡をさせていただきます。

ご質問等不明な点がございましたら、
お気軽にご連絡いただければ幸いでございます。

メールマガジン編集担当　　沼辺　勇樹 

┌――┐彡■温故知新な＜九段的ヒトコト＞ 
｜＼／├―――――――――――――――――――――――――――――
└――┘

悲しみも、喜びも、感動も、落胆も、
つねに素直に味わうことが大事だ

-　本田 宗一郎（本田技研創業者）　-

生きていれば、喜怒哀楽は必ずあるものです。

今の自分の気持ちを、素直に受け入れてみましょう。
どんな感情であれ、
自分の中でそれを素直に受け入れることができなければ、
その次の行動には繋がっていかない。

なかなか難しいですが、
自分の感情を認めることによって、次に繋がるのかもしれないですね。

メールマガジン編集担当　本田 裕介

┌――┐彡■新人ご挨拶 
｜＼／├―――――――――――――――――――――――――――――
└――┘

メールマガジンをご覧の皆様、はじめまして。

25年2月より九段会計事務所に入所致しました、猪俣優佳と申します。

分からない事だらけではありますが、
優しく、時に厳しい先輩方の元、日々全力で勉強の毎日です。

まだまだ若輩者の身ではありますが、
少しでも皆様のお役に立てますように頑張ります！

今後とも、何卒宜しくお願い致します！



九段会計事務所　猪俣優佳

┌――┐彡■中期経営計画セミナー開催中です！
｜＼／├―――――――――――――――――――――――――――――
└――┘

只今、九段会計事務所では
中期(5ヵ年)経営計画立案セミナーを開催中です！
九段会計事務所の所員小林が社長様に
丸一日密着し、御社の中期経営計画書の策定をお手伝いします！

●経営計画を立てる事により、
企業の進むべき道筋が明確になり、
社員の方々全員とビジョンを共有でき、
全社員一丸となって目標に向かって進む事が出来ます！

「今まで中々、経営計画までは手が回ってないな・・・」
「経営計画を立てようとは思っているけど・・・」
とお考えになられている経営者様は各担当者もしくは
担当小林まで是非ご連絡をいただければと思います！

経営計画担当　小林　明史

┌――┐彡■編集後記
｜＼／├―――――――――――――――――――――――――――――
└――┘

先日の経営者大学の授業は、ライフプランでした。

5年前にも研修で行い、そのころを振り返ってみたところ、
なかなか予定通りにはいってなかったのですが、
年収と資格合格の年齢がかなり消極的だったので、
上方修正をしました。

計画の立て方は色々ありますが、
私はどちらかというと高めに設定し、
現在の延長線では達成できないから
抜本的に変える仕組みを考えなければならない、
と自分を追い込むのが好きなようです(笑)

自分の首を絞めてしまった気もしますが、
一度きりの人生なので、後悔の無いように
アグレッシブに生きたいと思います！

メールマガジン編集責任者　　矢合　真弓

―――――――――――――――――――――――――――――――――

☆広告



★ツイッターにてつぶやき中！
フォローミー！＠kudan-kaikei（フォロー返します☆）

★FaceBook始めました！
「税理士法人　九段会計事務所」で検索宜しくお願い致します！
「いいね！」ボタン押して下さい★

★募集！
現在九段会計では季節毎に季刊誌を発行しております。
その中でお客様を紹介するページを設けました。
御協力頂ける方・アピールしたい事がある方、
是非御一報下さい！所員が「インタビュー＆写真撮影」に伺います！！

★「正しい経営を推進する」新しいサービス「ＭＡＳ(マス)」。
次世代の会計事務所として新たな事業を始めていきます。
詳しくは所員までお尋ね下さい。

いつも九段会計事務所をご愛顧頂き誠にありがとうございます。

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――
このメルマガは弊所顧問先様のほか、名刺交換させていただいた方も
対象に送りしております。
配信停止をご希望の方は、お手数ですが、下記までご連絡下さい。
info@kudan-tax.jp
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〒102-0074
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滝ビル３Ｆ
TEL　　03-3222-5271
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